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企
業・株
主
間
の
合
意
等
、コ
ベ
ナ
ン
ツ

「
重
要
な
契
約
等
」に
お
け
る

開
示
に
関
す
る
留
意
点

Ⅷ

監
査
法
人
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
ア

公
認
会
計
士

今
西
　
誠

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
２
０
２
５
年
3
月
31
日
以
降
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書

か
ら
、「
重
要
な
契
約
等
」と
し
て
、３
つ

の
類
型
に
係
る
開
示
上
の
対
応
が
必
要

と
な
る
。

●
３
つ
の
類
型
に
つ
い
て
、規
定
さ
れ
て
い

る
内
容
に
加
え
て
、投
資
者
の
投
資
判

断
に
と
っ
て
有
用
と
考
え
ら
れ
る
場
合

に
は
、積
極
的
な
開
示
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
各
所
で
示
さ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
に

２
０
２
３
年
12
月
22
日
、「
企
業
内
容
等

の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
特
定
有

価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣

府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」が

公
布
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
い「
企

業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
に

つ
い
て（
企
業
内
容
等
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
）」の
改
正（
以
下
、
あ
わ
せ
て「
本
改
正
」

と
い
う
）も
行
わ
れ
て
い
る
。
本
改
正
は
、

２
０
２
４
年
４
月
１
日
付
け
で
施
行
さ
れ

て
お
り
、
２
０
２
５
年
３
月
31
日
以
降
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報

告
書
か
ら
適
用
さ
れ
る
た
め
、
12
月
を
決

算
月
と
す
る
会
社
に
お
い
て
は
、
本
事
業

年
度
か
ら
開
示
上
の
対
応
が
必
要
と
な
る

（
た
だ
し
、
す
で
に
締
結
さ
れ
て
い
る
契

約
等
の
な
か
に
は
、
秘
密
保
持
等
の
観
点

か
ら
見
直
し
の
必
要
が
あ
る
も
の
も
含
ま

れ
得
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
改
正
の
施

行
日（
２
０
２
４
年
４
月
１
日
）前
に
締
結

さ
れ
た
契
約（
社
債
の
発
行
を
除
く
）に
つ

い
て
は
、
適
用
初
年
度
は
記
載
を
省
略
す

る
旨
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
⑴
）。

本
章
で
は
、
本
改
正
の
内
容
の
う
ち
、

有
価
証
券
報
告
書
に
お
い
て「
重
要
な
契

約
等
」の
開
示
上
の
対
応
が
必
要
と
な
る

点
に
絞
っ
て
、
改
正
の
概
要
や
留
意
点
を

解
説
す
る
。
な
お
、
参
考
と
な
る
先
行
開

示
例
に
つ
い
て
は
脚
注
に
示
し
て
い
る
の

で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

⑴　

２
０
２
５
年
6
月
期
に
お
け
る
フ
ィ
ー
チ
ャ
㈱
の
有

価
証
券
報
告
書
参
照

本
改
正
の
概
要
お
よ
び

留
意
点

本
改
正
で
は
、
経
営
上
の
契
約
以
外
の

契
約
の
開
示
が
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、「
経
営
上
」と
い
う

点
に
重
き
を
置
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

明
確
に
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で「
経
営
上

の
重
要
な
契
約
等
」と
さ
れ
て
き
た
開
示

項
目
名
が「
重
要
な
契
約
等
」に
変
更
さ
れ

る
と
と
も
に
、
個
別
分
野
に
お
け
る
重
要

な
契
約
に
つ
い
て
、
開
示
す
べ
き
内
容
が

明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
内
容
は

図
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
前
記
の
記
載
す
べ
き
事
項
の
全

部
ま
た
は
一
部
は
、
有
価
証
券
報
告
書
の

他
の
箇
所
に
お
い
て
記
載
し
た
場
合
に

は
、そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
該
他
の
箇
所
に
お
い
て
記
載
し
た
事
項

の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
で
き
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
類
型
に
お
け
る
本
改
正
の
内
容
は

以
降
で
解
説
を
行
う
が
、
全
般
的
な
留
意

点
と
し
て
、
次
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

・
企
業・
株
主
間
の
合
意
に
つ
い
て
は
、法

的
拘
束
力
を
有
す
る
合
意
が
開
示
対
象

と
な
る
た
め
、口
頭
の
合
意
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、当
該
合
意
が
法
的
拘
束
力
を
有

す
る
場
合
に
は
開
示
の
対
象
と
な
る
⑵
。

・
親
子
会
社
間
の
契
約
は
、子
会
社
が
有
価

証
券
報
告
書
提
出
会
社
で
あ
る
場
合
に
限

り
、子
会
社
側
の
み
開
示
す
れ
ば
よ
い
⑶
。

・法
令
上
の
開
示
の
要
請
は
、当
事
者
間
の

合
意
に
よ
る
秘
密
保
持
義
務
に
優
先
す

る
こ
と
か
ら
、個
別
の
契
約
に
お
い
て
秘

密
保
持
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
し


